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公営住宅への入居に関し犯罪被害者等に配慮した取扱いの内容

n＝８６（優先入居等の取扱いをしている地方公共団体数）
（複数回答）

都道府県
（４７）

政令
指定都市
（１８）

市町村
（１，７８０）

合計
（１，８４５）

医療費・生活資金
等の貸付 ２ ０ １２ １４

臨床心理士等によ
るカウンセリング ６ ０ ２ ８

弁護士による法律相談
（県民向け一般の法
律相談制度を除く）

３ ０ ３８ ４１

犯罪被害者等支援に関して実施しているその他の取組⑸ その他の取組
医療費・生活資金等の貸付け、家事・育児

の支援、弁護士による法律相談、臨床心理士
等によるカウンセリングなど、少数ではある
が、犯罪被害者等を支援するための各種取組
を行う例が見られる。

２ 地方公共団体による先進的な取組事例
地方公共団体において様々な独自の工夫を

行う例が見られるところであり、総合的な犯
罪被害者支援条例を制定し、先進的な取組を
行っている例を紹介する。

⑴ 神奈川県
平成２１年６月に、神奈川県犯罪被害者等支

援条例に基づいて「かながわ犯罪被害者サ
ポートステーション」を開設し、県、警察、
民間支援団体（特定非営利活動法人神奈川被
害者支援センター）の三者が一体となった窓
口を設置した。犯罪被害者等からの相談を受
けた後、県、警察、民間支援団体の三者で今
後どういう支援をしていくかを決める支援調
整会議を行い、犯罪被害者等の支援ニーズに
速やかに対応している。

かながわ犯罪被害者サポートステーション

支援調整会議
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⑵ 東京都杉並区
窓口で相談に対応するだけでなく、事案に

よっては、職員が、警察署、裁判所、病院等
への付き添いを行う。また、区が高齢者用と
して借り上げている民間アパートを活用し、

緊急に転居が必要な犯罪被害者等に一時的
（原則として６か月以内であるが、特別の理
由がある場合は延長可）に提供している。ま
た、ホームヘルパーの派遣、無利子貸付（３０
万円以内）なども行っている。
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相談室の様子

相談室には通常入口の他、人目につかずに
出入りできる裏口がある犯罪被害者等専用の相談室

裏口

⑶ 大阪府摂津市
見舞金（遺族見舞金３０万円、傷害見舞金１０

万円）の支給のほか、転居費用の補助、刑事
裁判へ被害者が参加する際に要する旅費の補
助を行っている。転居費用の補助は、家賃に

ついて、生活保護制度における住宅扶助基準
以内の額を６か月以内、敷金について、２０万
円を限度として補助するものである。また、
これらの経済的支援以外にも、ホームヘル
パーの派遣なども行っている。


